
横 須 賀 市 就 学 前 教 育 ・ 保 育 施 設 整 備 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

（ 総 則 ）  

第 １ 条  保 育 所 、 認 定 こ ど も 園 又 は 小 規 模 保 育 事 業 所 の 施 設 整 備 に 要 す る 費 用

の 一 部 を 補 助 す る こ と に よ り 、 子 ど も を 安 心 し て 育 て る こ と が で き る 体 制 を

整 備 す る こ と を 目 的 と し て 行 う 就 学 前 教 育 ・ 保 育 施 設 整 備 事 業 に 対 す る 補 助

金 の 交 付 に つ い て は 、 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 4 7年 横 須 賀 市 規 則 第 3 3号 。 以

下「 規 則 」と い う 。）に 定 め る も の の ほ か 、こ の 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 施 設 整 備 と は 、 別 表 第 １ に 掲 げ る も の を い う 。  

（ 補 助 対 象 施 設 等 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 対 象 と な る 施 設 整 備 を 実 施 す る 施 設 の 設 置 主 体 及 び 施 設

は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

(１ )  別 表 第 １ に 掲 げ る 賃 貸 物 件 に よ る 保 育 所 等 改 修 及 び 防 犯 対 策 整 備 の 場

合  市 内 に 設 置 す る 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 2 2年 法 律 第  1 6 4号 。 以 下 「 法 」 と

い う 。） 第 3 5条 第 ４ 項 の 保 育 所 若 し く は 法 第 3 4条 の 15第 ２ 項 の 小 規 模 保

育 事 業 所 又 は 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推

進 に 関 す る 法 律（ 平 成 1 8年 法 律 第 7 7号 。以 下「 認 定 こ ど も 園 法 」と い う 。）

第 ２ 条 第 ７ 項 の 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 を 整 備 す る 者 で あ っ て 、継 続 的

に 保 育 を 実 施 で き る も の 。た だ し 、幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 賃 貸 物 件

に よ る 保 育 所 等 改 修 に つ い て は 保 育 を 実 施 す る 部 分（ 以 下「 保 育 所 部 分 」

と い う 。） に 限 る 。  

（ ２ ） 別 表 第 １ に 掲 げ る 防 犯 対 策 整 備 の 場 合  学 校 法 人 が 市 内 に 設 置 す る 認

定 こ ど も 園 法 第 ３ 条 第 ２ 項 第 １ 号 又 は 第 ４ 項 第 １ 号 の 幼 稚 園 型 認 定 こ

ど も 園  

（ ３ ）  前 ２ 号 以 外 の 施 設 整 備 の 場 合  

  ア  社 会 福 祉 法 人 が 市 内 に 設 置 す る 法 第 3 5 条 第 ４ 項 の 保 育 所 若 し く は 法

第 3 4 条 の 1 5 第 ２ 項 の 小 規 模 保 育 事 業  

イ  学 校 法 人 又 は 社 会 福 祉 法 人 が 市 内 に 設 置 す る 認 定 こ ど も 園 法 第 ２ 条 第

７ 項 の 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園  

  ウ  学 校 法 人 又 は 社 会 福 祉 法 人 が 市 内 に 設 置 す る 認 定 こ ど も 園 法 第 ３ 条 第

２ 項 第 ２ 号 の 保 育 所 型 認 定 こ ど も 園 に お け る 教 育 を 実 施 す る 部 分 （ 以  

下 、「 教 育 部 分 」 と い う 。）（ 同 法 第 ３ 条 第 １ 項 に 基 づ く 神 奈 川 県 知 事 の

認 定 を 受 け た も の に 限 る 。）  

  エ  学 校 法 人 が 市 内 に 設 置 す る 認 定 こ ど も 園 法 第 ３ 条 第 ２ 項 第 １ 号 又 は 第

４ 項 第 １ 号 の 幼 稚 園 型 認 定 こ ど も 園 を 構 成 す る 学 校 教 育 法 （ 昭 和 2 2年 法



律 第 2 6号 ） 第 １ 条 の 幼 稚 園 に お け る 教 育 部 分  

 ２  前 項 の 施 設 整 備 を 実 施 す る 施 設 は 、 補 助 金 交 付 申 請 を 行 う 時 点 で 、 原 則

と し て 、 幼 稚 園 、 保 育 所 、 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 、 幼 稚 園 型 認 定 こ ど

も 園 、 保 育 所 型 認 定 こ ど も 園 、 地 方 裁 量 型 認 定 こ ど も 園 の い ず れ か で あ

る も の と す る 。  

（ 補 助 対 象 経 費 ）  

第 ４ 条  補 助 の 対 象 と な る 経 費 は 、 施 設 整 備 の う ち 別 表 第 ２ に 定 め る 経 費 と す

る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 に 掲 げ る 費 用 に つ い て は 、 補 助 の 対 象 と し な

い 。  

(１ )  土 地 の 買 収 又 は 整 地 に 要 す る 費 用  

（ ２ ）  既 存 建 物 の 買 収 （ 既 存 建 物 を 買 収 す る こ と が 建 物 を 新 築 す る こ と よ り

効 率 的 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に お け る 当 該 建 物 の 買 収 を 除 く 。） に 要 す る

費 用  

（ ３ ） 職 員 の 宿 舎 に 要 す る 費 用  

(４ )  防 犯 対 策 以 外 を 目 的 と し た 整 備 に 要 す る 費 用 （ 防 犯 対 策 整 備 に 限 る 。）  

(５ )  補 助 事 業 に つ い て の 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 仕 入 控 除 税 額 に 相 当 す

る 額  

(６ )  そ の 他 施 設 整 備 と し て 適 当 と 認 め ら れ な い 費 用  

（ 補 助 金 額 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 額 は 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 、 工 事 請 負 契 約 等 を 締 結 す る 単

位 ご と に 、 前 条 の 規 定 に よ り 算 出 し た 補 助 対 象 経 費 の 実 支 出 額 の 合 計 額 又 は

総 事 業 費 か ら 収 入 額（ 寄 附 金 を 除 く 。）を 控 除 し た 額 の い ず れ か 低 い 方 の 額 と 、

次 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ て 算 出 し た 基 準 額 の 合 計 額 と を 比 較 し て 、 低 い 方 の 額

に ４ 分 の ３ を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 た だ し 、 そ の 額 に  1 , 0 0 0円 未 満 の 端 数 が

あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て る も の と す る 。  

  な お 、 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に お い て は 、 当 該 認 定 こ ど も 園 に お け る 保

育 所 部 分 及 び 教 育 部 分 に つ い て 前 条 の 規 定 に よ り 算 出 し た 補 助 対 象 経 費 の

実 支 出 額 の 合 計 額 又 は 総 事 業 費 か ら 収 入 額（ 寄 附 金 を 除 く 。）を 控 除 し た 額 の

い ず れ か 低 い 方 の 額 を そ れ ぞ れ 合 計 し た 額 と 、 同 様 に 保 育 所 部 分 及 び 教 育 部

分 に つ い て 次 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ て 算 出 し た 基 準 額 の 合 計 額 を そ れ ぞ れ 合

計 し た 額 と を 比 較 し て 、 低 い 方 の 額 に ４ 分 の ３ を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 た だ

し 、 そ の 額 に  1 , 0 0 0円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て る

も の と す る 。 な お 、 当 該 整 備 事 業 が 保 育 所 部 分 の み に 係 る 場 合 は 、 教 育 部 分

の 算 出 は 不 要 と す る 。  



(１ )  別 表 第 １ に 掲 げ る 大 規 模 修 繕 等 の 場 合  対 象 経 費 の 実 支 出 額 を 基 準 額 と

す る 。  

(２ )  別 表 第 １ に 掲 げ る 防 犯 対 策 整 備 の 場 合  

  ア  門 、 フ ェ ン ス 等 の 外 構 の 設 置 、 修 繕 等 の 場 合  対 象 経 費 の 実 支 出  

額 （ 3 0万 円 以 上 の 場 合 に 限 る 。） を 基 準 額 と す る 。  

  イ  非 常 通 報 装 置 、 防 犯 カ メ ラ の 設 置 等 の 場 合  対 象 経 費 の 実 支 出 額 （ 3 0

万 円 以 上 の 場 合 に 限 る 。） と  1 8 0万 円 を 比 較 し て い ず れ か 低 い 方 の 額 を

基 準 額 と す る 。  

(３ )  前 ２ 号 以 外 の 場 合  

 ア  対 象 施 設 が 第 ３ 条 第 １ 項 第 ２ 号 ア 、 イ 、 エ 又 は オ に 規 定 す る 施 設 の 場

合  別 表 第 ３ に よ り 算 出 し た 額 を 基 準 額 と す る 。  

イ  対 象 施 設 が 第 ３ 条 第 １ 項 第 ２ 号 ウ に 規 定 す る 施 設 の 場 合  別 表 第 ４ に

よ り 算 出 し た 額 を 基 準 額 と す る 。  

（ 事 前 相 談 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 当 該 施 設 整 備 の 内 容 に つ い て 、

事 前 に 市 長 と 相 談 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 相 談 に 当 た っ て は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 提 出 す る も の と す る 。  

 (１ )  施 設 の 部 門 別 面 積 表  

 (２ )  案 内 図 （ 位 置 図 ）、 配 置 図 、 平 面 図  

 (３ )  現 況 写 真 （ 創 設 に あ っ て は 建 築 予 定 地 の も の ）  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 ２ 条 第 ７ 号 の 事 業 に つ い て は 、 第 １ 項 の 相 談

に 当 た っ て 、 計 画 図 を 提 出 す る も の と す る 。  

４  市 長 は 、 第 １ 項 の 相 談 を 受 け た と き は 、 法 令 等 に 基 づ き 、 必 要 な 指 導 を 行

う も の と す る 。  

（ 交 付 申 請 ）  

第 ７ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 日 ま で に 市 長

に 補 助 金 等 交 付 申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  規 則 第 ４ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る そ の 他 参 考 と な る 書 類 は 、 次 に 掲 げ る も の と  

す る 。  

(１ )  設 計 ・ 監 理 業 務 委 託 契 約 書 の 写 し  

（ ２ ） 賃 貸 借 契 約 書 の 写 し （ 賃 貸 物 件 の 工 事 を す る 場 合 に 限 る 。）  

（ ３ )  建 築 許 可 証 の 写 し （ 建 物 を 新 築 す る 場 合 に 限 る 。）  

（ ４ )  当 該 整 備 事 業 に 係 る 工 事 金 額 見 積 書  

（ ５ )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め た 書 類  

（ 状 況 報 告 ）  



第 ８ 条  工 事 進 捗 状 況 に つ い て は 別 記 様 式 １ に よ り 1 2月 末 日 現 在 の 状 況 を 翌 月

1 5日 ま で に 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 実 績 報 告 ）  

第 ９ 条  規 則 第 1 0条 に 規 定 す る 市 長 の 定 め る 書 類 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

（ １ ） 事 業 実 績 報 告 書  

（ ２ )  事 業 収 支 決 算 （ 見 込 ） 書  

（ ３ )  工 事 請 負 契 約 書 の 写 し  

（ ４ )  支 払 領 収 書 の 写 し 又 は 支 払 請 求 書 の 写 し  

（ ５ )  建 築 検 査 済 証 の 写 し  

（ ６ )  補 助 対 象 と な っ た 建 物 等 の 写 真  

（ ７ )  補 助 対 象 と な っ た 建 物 の 権 利 の 帰 属 を 証 す る 書 類  

（ ８ )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め た 書 類  

（ 関 係 書 類 の 保 存 期 間 ）  

第 1 0条  規 則 第 ９ 条 に 規 定 す る 帳 簿 及 び 証 拠 書 類 は 、 当 該 補 助 事 業 の 完 了 の 日

の 属 す る 市 の 会 計 年 度 の 翌 年 度 か ら ５ 年 間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 財 産 処 分 の 制 限 ）  

第 1 1条  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 等 に よ り 取 得 し 又 は 効 用 の 増 加 し た 不 動 産 そ

の 他 市 長 が 指 定 す る 財 産 を 市 長 の 承 認 を 受 け な い で 補 助 金 等 の 交 付 の 目 的

に 反 し て 使 用 し 、 譲 渡 し 、 交 換 し 、 又 は 担 保 に 供 し て は な ら な い 。 た だ し 、

補 助 事 業 者 が 補 助 金 等 の 全 部 に 相 当 す る 金 額 を 市 に 納 付 し た 場 合 並 び に 補

助 金 等 の 交 付 の 目 的 及 び 当 該 財 産 の 耐 用 年 数 を 勘 案 し て 市 長 が 定 め る 期 間

（ 補 助 金 等 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 昭 和 3 0年 政 令 第

2 5 5号 ） 第 1 4条 第 １ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ る 。） を 経 過 し た と き は 、 こ の 限 り で

は な い 。  

（ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 仕 入 控 除 税 の 確 定 に 伴 う 補 助 金 の 返 還 ）  

第 1 2条  事 業 完 了 後 に 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 申 告 に よ り こ の 補 助 金 に 係 る 消

費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 仕 入 控 除 税 が 確 定 し た 場 合 は 、 別 記 様 式 ２ に よ り

速 や か に 、 遅 く と も 補 助 事 業 完 了 の 属 す る 年 度 の 翌 々 年 度 ６ 月 3 0日 ま で に 市

長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

  ま た 、 補 助 金 に 係 る 仕 入 控 除 税 額 が あ る こ と が 確 定 し た 場 合 に は 、 当 該 仕

入 控 除 税 額 を 市 長 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。  

（ そ の 他 の 事 項 ）  

第 1 3条  こ の 要 綱 の 施 行 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 民 生 局 福 祉 こ ど も 部 長 が 定 め

る 。  

   附  則  



（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 同 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。

（ 関 係 要 綱 の 廃 止 ）  

２  次 に 掲 げ る 要 綱 は 、 廃 止 す る 。  

（ １ ）  保 育 所 等 整 備 費 補 助 金 交 付 要 綱 （ 平 成 2 1年 ４ 月 １ 日 制 定 ）  

（ ２ ）  横 須 賀 市 認 定 こ ど も 園 （ 幼 稚 園 機 能 部 分 ） 施 設 整 備 事 業 補 助 金 交 付 要 綱

（ 平 成 2 8年 1 1月 １ 日 制 定 ）  

  附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 か ら 施 行 し 、 同 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。 

  

 



別 表 第 １ （ 第 ２ 条 関 係 ）  

種 類  整 備 区 分  整 備 内 容  

新 設  創 設  新 た に 施 設 を 整 備 す る こ と 。  

修 理  大 規 模 修 繕 等  

既 存 施 設 に つ い て 施 設 の 一 部 改 修 、 施 設 の 附 帯 設

備 の 改 造 、 施 設 の 冷 暖 房 の 設 備 の 設 置 、 施 設 の 模

様 替 、 環 境 上 の 条 件 等 に よ り 必 要 と な っ た 施 設 の

一 部 改 修 、 消 防 法 及 び 建 築 基 準 法 等 関 係 法 令 の 改

正 に よ り 新 た に そ の 規 定 に 適 合 さ せ る た め に 必 要

と な る 改 修 、 特 殊 附 帯 工 事 、 土 砂 災 害 等 に 備 え た

施 設 の 一 部 改 修 等 、 耐 震 化 等 整 備 事 業 、 そ の 他 施

設 に お け る 大 規 模 な 修 繕 等 に 係 る 整 備 を す る こ

と 。（ 国 の「 次 世 代 育 成 支 援 対 策 施 設 整 備 交 付 金 に

お け る 大 規 模 修 繕 等 の 取 り 扱 い に つ い て 」 に 準 じ

て 整 備 す る こ と に 限 る 。）  

改 造  

増 築  
既 存 施 設 の 現 在 定 員 の 増 員 を 図 る た め の 整 備 を す  

る こ と 。  

増 改 築  

既 存 施 設 の 現 在 定 員 の 増 員 を 図 る た め の 増 築 整 備  

を す る と と も に 既 存 施 設 の 改 築 整 備 （ 一 部 改 築 を  

含 む 。） を す る こ と 。  

改 築  
既 存 施 設 の 現 在 定 員 の 増 員 を 行 わ な い で 改 築 整 備  

（ 一 部 改 築 を 含 む 。） を す る こ と 。  

整 備  

賃 貸 物 件 に よ

る 保 育 所 等 改

修  

賃 貸 物 件 に よ る 新 た な 分 園 の 設 置 若 し く は 定 員 の

増 員 に よ り 改 修 等 を す る こ と 。 た だ し 、 小 規 模 保

育 事 業 を 行 う 場 所 に 係 る も の を 除 く 。  

防 犯 対 策 整 備  

施 設 の 防 犯 対 策 を 強 化 す る た め 、 非 常 通 報 装 置 、  

防 犯 カ メ ラ の 設 置 又 は 門 、 フ ェ ン ス 等 の 外 構 の 設  

置 、 修 繕 そ の 他 必 要 な 安 全 対 策 に 係 る 整 備 を す る  

こ と 。  

 

 

 

 

 

 



 

 

別 表 第 ２ （ 第 ４ 条 第 １ 項 関 係 ）  

種   目  対 象 経 費  

本 体 工 事 費  

施 設 の 整 備 に 必 要 な 工 事 費 又 は 工 事 請 負 費 、 工 事 事 務 費

（ 工 事 施 行 の た め 直 接 必 要 な 事 務 に 要 す る 費 用 で あ っ て 、

旅 費 、消 耗 品 費 、通 信 運 搬 費 、印 刷 製 本 費 及 び 設 計 監 督 料

等 を い い 、そ の 額 は 、工 事 費 又 は 工 事 請 負 費 の 2.6％ に 相 当

す る 額 を 限 度 額 と す る 。）及 び 実 施 設 計 に 要 す る 費 用 、開 設

準 備 に 必 要 な 費 用 、新 た に 土 地 を 賃 借 し て 整 備 す る 場 合 に

必 要 な 賃 借 料（ 敷 金 を 除 き 礼 金 を 含 む 。）、定 期 借 地 権 契 約

に よ り 土 地 を 確 保 し 整 備 す る 場 合 に 必 要 と な る 権 利 金 や

前 払 地 代 な ど の 一 時 金 。  

た だ し 、別 の 補 助 金 等 又 は こ の 種 目 と は 別 の 種 目 に お い て

別 途 交 付 対 象 と す る 費 用 を 除 き 、工 事 費 又 は 工 事 請 負 費 に

は 、こ れ と 同 等 と 認 め ら れ る 委 託 費 、分 担 金 及 び 適 当 と 認

め ら れ る 購 入 費 等 を 含 む 。  

解 体 撤 去 工 事  

費 及 び 仮 設 施  

設 整 備 工 事 費  

（ 改 築 ・ 増 改  

築 ・ 大 規 模 修  

繕 等 の 場 合 が

対 象 ）  

※ 大 規 模 修 繕  

等 に つ い て は

仮 設 施 設 整 備

工 事 費 の み 対

象  

解 体 撤 去 に 必 要 な 工 事 費 又 は 工 事 請 負 費 及 び 仮 設 施 設 整

備 に 必 要 な 賃 借 料 、 工 事 費 又 は 工 事 請 負 費  

賃 貸 物 件 に よ

る 保 育 所 等 改

修 費 等  

保 育 所 等 の 整 備 の た め に 必 要 な 工 事 費 及 び 設 計 料 と す る 。

た だ し 、賃 借 料 加 算 の 適 用 を 受 け な い 賃 借 料 が 発 生 す る 場

合 は 、 当 該 賃 借 料 を 補 助 対 象 と な る 経 費 に 含 む も の と す

る 。  

 



別 表 ３ （ 第 ５ 条 関 係 ）  

 １  本 体 工 事 補 助 基 準 額 （ １ 施 設 当 た り ）  

 （ 単 位  千 円 ）  

区    分  基  準  額  

 

本 体 工 事  
定 員  20名 以 下  

141,750  

（ 141,600）  

定 員  21 ～  30名  
148,500    

（ 148,400）  

定 員  31 ～  40名  
   172,650    

（ 172,600）  

定 員  41 ～  70名  
   196,950    

（ 196,800）  

定 員  71 ～ 100名  
   255,750    

（ 255,600）  

定 員  101 ～ 130名  
   307,650    

（ 307,400）  

定 員  131 ～ 160名  
   356,250    

（ 355,800）  

定 員  161 ～ 190名  
   404,550    

（ 404,400）  

定 員  191 ～ 220名  
   449,700    

（ 449,600）  

定 員  221 ～ 250名  
  498,150   

（ 498,200）  

定 員  251名 以 上  
   553,650    

（ 553,200）  

 

設 計 料 加 算  本 体 工 事 費 に 係 る 基 準 額（ 開 設 準 備 費 加 算 、

土 地 借 料 補 助 加 算 及 び 定 期 借 地 権 設 定 の た

め の 一 時 金 加 算 を 除 く 。）の ５ ％ の 額（ 1,000

円 未 満 の 端 数 は 、 切 り 捨 て る 。）  

特 殊 附 帯 工 事  
  19,515   

（ 19,360)  

 

開 設 準 備 費 加 算

金  

次 に 掲 げ る 整 備 後 の 定 員 区 分 に お け る 基 準

額 に 増 加 定 員 数 を 乗 じ た も の  

定 員  20名 以 下  
 66    

（ 66）  

定 員  21 ～  30名  
 51    

（ 48）  

定 員  31 ～  40名  
 42    

（ 40）  

定 員  41 ～  70名  
 36   

（ 34）  

定 員  71 ～ 100名  
28   

（ 28）  



定 員  101 ～ 130名  
 24    

（ 22）  

定 員  131 ～ 160名  
22   

（ 22）  

定 員  161名 以 上  
21   

（ 20）  

 土 地 借 料 補 助 加

算 （ 新 た に 土 地

を 賃 借 す る 場 合

に 限 る 。）  

56,250   

（ 56,200）  

定 期 借 地 権 設 定

の た め の 一 時 金

加 算  

保 育 所 等 の 設 置 に 必 要 な 土 地 に つ い て 、 当

該 保 育 所 等 が 所 在 す る 地 域 を 所 管 す る 国 税

局 長 が 定 め る 路 線 価 に 基 づ き 相 続 税 に お け

る 評 価 額 の 算 出 方 法 に よ り 算 出 さ れ た 額 の

２ 分 の １ の 額（ 1,000円 未 満 の 端 数 は 、切 り

捨 て る 。）  

地 域 の 余 裕 ス ペ

ー ス 活 用 促 進 加

算  

20,115   

（ 20,080）  

 
 
 

 ２  解 体 撤 去 工 事 ・ 仮 設 施 設 整 備 工 事 補 助 基 準 額 （ １ 施 設 当 た り ）  

                             （ 単 位 ： 千 円 ）  

対 象  区 分  解 体 撤 去 工 事  仮 設 施 設 整 備 工 事  

 

増 改 築  

改 築  

大 規 模 修 繕  

（ 仮 設 施 設

整 備 工 事 の

み ）  

定 員  20名 以 下  
2,836   

（ 2,834）  

5,052   

（ 5,050）  

定 員  21～  30名  
3,214   

（ 3,216）  

 6,165   

（ 6,164）  

定 員  31～  40名  
4,287   

（ 4,286）  

7,471   

（ 7,470）  

定 員  41～  70名  
5,397   

（ 5,396）  

10,380   

（ 10,380）  

定 員  71～  100名  
 7,611   

（ 7,608）  

15,573   

（ 15,572）  

定 員  101～  130名  
9,135   

（ 9,134）  

18,688   

（ 18,686）  

定 員  131～  160名  
   11,418   

（ 11,420）  

23,359   

（ 23,364）  

定 員  161～  190名  
13,704   

（ 13,704）  

25,542   

（ 25,542）  

定 員  191～  220名  
15,987   

（ 15,986）  

29,800  

（ 29,798）  

定 員  221～  250名  
18,274   

（ 18,272）  

34,057  

（ 34,056）  



定 員  251名 以 上  
20,557   

（ 20,556）  

38,314   

（ 38,312）  

 

  備 考  

   １  増 築 等 の 場 合 に お い て 、 当 該 工 事 が 定 員 の す べ て に 係 ら な い も の  

    で あ る と き の 基 準 額 は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 小 数 点 以 下 は  

    切 り 捨 て る も の と す る 。  

 (１ ) 工 事 に 係 る 定 員 が 算 定 で き る 場 合  

      （ 工 事 に 係 る 定 員 ÷整 備 後 の 定 員 ） ×該 当 す る 区 分 の 基 準 額  

    (２ ) 工 事 に 係 る 定 員 が 算 定 で き な い 場 合  

      （ 整 備 後 の 定 員 ×工 事 に 係 る 面 積 ÷整 備 後 の 総 面 積 ） ×該 当 す  

     る 区 分 の 基 準 額  

   ２  第 １ 項 の 表 及 び 第 ２ 項 の 表 中 上 段 の 金 額 は 国 の 就 学 前 教 育 ・ 保 育 施 設

整 備 交 付 金 交 付 要 綱（ 以 下「 国 要 綱 」と い う 。）の 規 定 に 基 づ く 国 の 負 担

割 合 が ３ 分 の ２ と な る 事 業 の 場 合 の 金 額 、 下 段 の 括 弧 内 の 金 額 は 国 要 綱

の 規 定 に 基 づ く 国 の 負 担 割 合 が ２ 分 の １ と な る 事 業 の 場 合 の 金 額 と す

る 。  

      ３   特 殊 附 帯 工 事 の 対 象 事 業 に つ い て は 、 国 要 綱 に 定 め る 特 殊 附 帯 工 事 対

象 事 業 と 同 様 と す る 。  

      ４   幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 保 育 所 部 分 及 び 教 育 部 分 の 両 方 に つ い て 特

殊 附 帯 工 事 を 行 う 場 合 、 保 育 所 部 分 の 額 を 基 準 額 と し て 計 上 し 、 教 育 部

分 の 額 は 計 上 し な い こ と と す る 。  

 

３  賃 貸 物 件 に よ る 保 育 所 等 改 修 補 助 基 準 額 （ １ 施 設 当 た り ）  

（ 単 位 ： 千 円 ）  

対   象  基  準  額  

 

改 修 費 等 及 び 賃

借 料 （ 敷 金 を 除

く 。）  
本 園  

利 用 （ 増 加 ） 定 員  19名 以 下  23,611     

利 用（ 増 加 ）定 員  20 ～  59名  37,777 

利 用 （ 増 加 ） 定 員  60名 以 上  70,833 

分 園  

利 用 （ 増 加 ） 定 員  19名 以 下  16,527 

利 用 （ 増 加 ） 定 員  20名 以 上  24,792 

  

 



別 表 第 ４ （ 第 ５ 条 第 ３ 号 関 係 ）  

区    分  

１ 施 設 当 た り の 基 準 額 （ 千 円 ）  

本 体 工 事  解 体 撤 去 工 事  
仮 設 施 設 整 備 工

事  

定 員 20名 以 下  89,800 

 

1,800 

 

3,214 

 

定 員 21～ 30名  94,200 

 

2,044 

 

3,922 

 
定 員 31～ 40名  109,600 

 

2,728 

 

4,756 

 
定 員 41～ 70名  125,200  

 

3,432 

 

6,602 

 
定 員 71～ 100名  162,400 

 

4,840 

 

9,912 

 
定 員 101～ 130名  195,800 

 

5,808 

 

11,890 

 
定 員 131～ 160名  226,400  

 

7,264 

 

14,864 

 
定 員 161～ 190名  257,400  

 

8,718 

 

16,250 

 
定 員 191～ 220名  286,000 

 

10,174 

 

18,962 

 
定 員 221～ 250名  316,600 

 

11,626 

 

21,670 

 
定 員 251名 以 上  352,000  

 

13,082 

 

24,380 

 
備考  

１  増 築 、一 部 改 築 等 、定 員 の す べ て が 工 事 に か か ら な い 場 合 は 、工 事  に

か か る 定 員 数 を 整 備 後 の 総 定 員 数 で 除 し て 得 た 数 を 、 整 備 後 の 総 定 員 数

の 規 模 に お け る 基 準 額 に 乗 じ て 得 た 額 を 基 準 額 と す る こ と 。 工 事 に か か

る 定 員 数 が 算 定 で き な い 場 合 は 、「 定 員 数 ＝ 総 定 員 数 ×整 備 す る 面 積 ／ 整

備 後 の 総 面 積 」 で 算 定 す る こ と 。（ い ず れ も 、 小 数 点 以 下 切 捨 て ）  

２  保 育 所 型 認 定 こ ど も 園 の 教 育 部 分 を 整 備 す る 場 合 は 、 当 該 部 分 の 定 員

規 模 に 該 当 す る 額 を 基 準 額 と す る こ と 。  

 



別 記 様 式 １ （ 第 ８ 条 関 係 ）  

就 学 前 教 育 ・ 保 育 施 設 整 備 事 業 遂 行 状 況 報 告 書  

 

                             年  月  日  

 

  （ あ て 先 ） 横 須 賀 市 長  

 

                       住 所  

                   報 告 者  氏 名  

                       電 話  

 

   

施   設   名  

 

工 事 着 手 日 

 

  し ゅ ん 工 予 定 日  

 

  施 設 開 設 予 定 日  

 

 

 

 

 

 

  工 事 進 ち ょ く 

状      況  

 

 

 

 

 

 

 

 



別 記 様 式 ２ (第 12条 関 係 ) 

 

消 費 税 仕 入 控 除 税 額 報 告 書  

 

 

年  月  日   

 

 (あ て 先 )横 須 賀 市 長  

報 告 者  

所 在 地  

法 人 名  

代 表 者 の 氏 名  

施 設 名  

補 助 金 の 確 定 額  
  

消 費 税 の 申 告 の 有

無  
有    ・    無  

仕 入 控 除 税 額 の 計

算 方 法  
一 般 課 税   ・   簡 易 課 税  

補 助 金 の 額 の 確 定

時 に 減 額 し た 消 費

税 仕 入 控 除 税 額  

  

消 費 税 の 申 告 に よ

り 確 定 し た 消 費 税

仕 入 控 除 税 額  

  

補 助 金 返 還 相 当 額  
  

添 付 資 料   

 

 

 


